
第12期定時株主総会
招集ご通知

日 時

場 所

議 案

 新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の
 安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控え
 いただき、可能な限り、書面又はインターネットに
 よる事前の議決権行使をお願い申しあげます。
 本株主総会では、お土産のご用意はございません。
 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

2022年４月27日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

東京都千代田区九段北一丁目８番10号
住友不動産九段ビル
ベルサール九段　３階ホール
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株 主 各 位 証券コード 3159
2022年４月７日

東京都新宿区市谷左内町31番地２

代表取締役社長 松 尾  英 介

■1 日　　時 2022年４月27日（水曜日）午前10時 （受付開始：午前９時）
■2 場　　所 東京都千代田区九段北一丁目８番10号　住友不動産九段ビル

ベルサール九段　３階ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

■3 目的事項 報告事項 1. 第12期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）
事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第12期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、適切な対策を実施したうえで、
開催させていただきます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、
株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限り、書面又はインターネットによる事前の
議決権行使をお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類（５～17頁）をご検討いただき、「議決権行使について
のご案内」（３～４頁）に記載の方法により、2022年４月26日（火曜日）午後５時30分まで
に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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■● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
■● 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「連結注

記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサ
イトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の添付書類
は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

■● 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサ
イトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト　　https://www.maruzen-chi.co.jp/

新型コロナウイルス感染防止への対応について
＜株主様へのお願い＞
● 新型コロナウイルス感染防止の観点から株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご来場をお控えいただき、可能な限

り、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげます。
● 感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたしま

す。
● 当日、お土産のご用意はございません。

＜来場される株主様へのお願い＞
● ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、手指消毒、マスク着用などの感染予防を行っていた

だきますようお願い申しあげます。
● 会場の座席は、間隔を空けた配置とさせていただくことから、ご用意できる席数が限られております。そのため、ご来場

者数の状況により座席が不足し、ご入場いただける株主様の人数を制限させていただく場合がございますので、あらかじ
めご了承ください。

＜当社の対応について＞
● 本株主総会会場におきましては、運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じてまいります。
● 当日は、受付の前に株主様の検温をさせていただきます。発熱がある方や体調不良と見受けられる方におかれましては、

ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
● 開会後に体調がすぐれないようにお見受けする株主様へは、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合

がございますので、あらかじめご了承ください。
● 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、短時間で行う予定でおりますので、ご理解並びにご協力をお願い

いたします。

今後、株主総会当日までの状況変化とその対応につきましては、上記の当社ウェブサイトにてお知らせします。
株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申しあげます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご返送
ください。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年４月27日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2022年４月26日（火曜日）
午後５時30分到着分まで

2022年４月26日（火曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第３・４号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

議案及び参考事項

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと考え、今後の事業拡大に備えた内部留保を図り
ながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。
　このような基本方針に基づき、第12期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業拡大に備えた
内部留保の状況等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき２円
総額　185,094,096円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年４月28日

5



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

第２号議案 定款一部変更の件

現行定款 変　更　案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （削　除）
第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載
又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定め
るところに従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。

（新　設） （電子提供措置等）
第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とるものとする。

１．変更の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの
であります。
(1) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。

(2) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現行定款 変　更　案
２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。

附　則
（新　設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

１　定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律
（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）
から効力を生ずるものとする。
２　前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、定款第
15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）は、なお効力を有する。
３　本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅
い日後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 な か

中
 

　
が わ

川
 

　
き よ

清
 

　
た か

貴 取締役会長 再 任
　

2 ま つ

松
 

　
お

尾
 

　
え い

英
 

　
す け

介 代表取締役社長 再 任
　

3 ご

五
 

　
み

味
 

　
ひ で

英
 

　
た か

隆 常務取締役 再 任
　

4 や

矢
 

　
の

野
 

　
ま さ

正
 

　
や

也 取締役 再 任
　

5 た に

谷
 

　
い ち

一
 

　
あ や

文
 

　
こ

子 新 任
　

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は本総会終結の時をもって
任期満了となります。
　つきましては、取締役を1名減員し、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況及び業績等を評価したうえで、当社の取締
役として適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号

1
な か

中
 

　
が わ

川
 

　
き よ

清
 

　
た か

貴 （1955年１月２日生） 1,000株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

　     1977年    4 月 大日本印刷株式会社入社
    2008年    4 月 同社教育・出版流通ソリューション

本部長
    2010年    2 月 当社執行役員経営企画部長
    2010年    12月 株式会社トゥ・ディファクト取締役
    2011年    4 月 当社取締役
    2011年    5 月 株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス

代表取締役社長
    2012年    10月 大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジ

ネス本部長
    2013年    6 月 同社役員
    2014年    6 月 当社代表取締役社長

［略歴、地位及び担当］

　

    2014年    7 月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式
会社）取締役

    2014年    7 月 株式会社図書館流通センター取締役
    2014年    7 月 株式会社雄松堂書店取締役
    2014年    7 月 丸善書店株式会社（現・株式会社丸

善ジュンク堂書店）取締役
    2014年    7 月 株式会社ジュンク堂書店取締役
    2014年    7 月 丸善出版株式会社取締役
    2015年    11月 大日本印刷株式会社執行役員
    2017年    6 月 同社常務執行役員（現任）
    2017年    11月 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取

締役社長（現任）
    2019年    4 月 当社取締役会長（現任）

　

取締役候補者とした理由
　2014年の社長就任以来、経営者として優れたリーダーシップを発揮し、当社事業の推進と拡大を担って
きました。2019年の会長就任後は出版流通業界における知見をさらに広めており、当社グループ全体の発
展に資する役割が期待できると判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
大日本印刷株式会社常務執行役員
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

　

候補者番号

2
ま つ

松
 

　
お

尾
 

　
え い

英
 

　
す け

介 （1953年７月30日生） 14,256株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

　     1976年    4 月 大日本印刷株式会社入社
    2005年    7 月 同社事業企画推進室長
    2008年    4 月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式

会社）常務取締役管理本部長兼教
育・学術事業本部副事業本部長

    2010年    2 月 当社取締役
    2010年    8 月 丸善書店株式会社（現・株式会社丸

善ジュンク堂書店）取締役（現任）
    2010年    12月 株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス

取締役

［略歴、地位及び担当］

　

    2011年    2 月 株式会社図書館流通センター取締役
（現任）

    2011年    2 月 株式会社ジュンク堂書店取締役
    2011年    2 月 株式会社雄松堂書店取締役
    2011年    2 月 丸善出版株式会社取締役（現任）
    2012年    4 月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式

会社）代表取締役社長
    2013年    4 月 当社専務取締役
    2019年    4 月 丸善雄松堂株式会社取締役会長

（現任）
    2019年    4 月 当社代表取締役社長（現任）

　
取締役候補者とした理由
　2019年の社長就任以来、当社事業全体のビジネス展開で優れた経営手腕を発揮し事業を推進しておりま
す。その経験、知見から当社グループ全体の企業価値向上を推進していく役割が期待できると判断いたしま
した。
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候補者番号

3
ご

五
 

　
み

味
 

　
ひ で

英
 

　
た か

隆 （1960年10月１日生） 500株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

　     1986年    4 月 大日本印刷株式会社入社
    2012年    10月 同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネ

ルソリューションユニット長
    2014年    7 月 当社執行役員経営企画部長
    2014年    7 月 大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジ

ネス本部副本部長
    2015年    4 月 当社取締役
    2015年    4 月 株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス

代表取締役社長（現任）

［略歴、地位及び担当］

　

    2017年    11月 株式会社丸善ジュンク堂書店取締役
（現任）

    2018年    4 月 大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジ
ネス本部長

    2019年    4 月 丸善出版株式会社取締役（現任）
    2019年    4 月 丸善雄松堂株式会社取締役（現任）
    2019年    4 月 当社常務取締役（現任）
    2019年    10月 大日本印刷株式会社出版イノベーシ

ョン事業部副事業部長（現任）
　

取締役候補者とした理由
　2015年より当社取締役として経営企画全般を担当し、その豊富な事業経験や幅広い知識と見識により当
社の経営を担ってまいりました。2019年に常務取締役に就任し、引き続き当社の事業拡大を推進する役割
が期待できると判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長

　

候補者番号

4
や

矢
 

　
の

野
 

　
ま さ

正
 

　
や

也 （1963年４月25日生） 4,314株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

　     1987年    4 月 丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式
会社）入社

    2005年    8 月 同社教学事業本部Ｅ＆Ｌ開発部長
    2012年    2 月 同社図書館アウトソーシング（現・

アカデミック・プロセス・ソリュー
ション）事業部長

［略歴、地位及び担当］

　

    2016年    4 月 同社執行役員
    2018年    4 月 同社常務執行役員
    2019年    4 月 同社代表取締役社長（現任）
    2019年    4 月 当社取締役（現任） 　

取締役候補者とした理由
　丸善㈱（現・丸善雄松堂㈱）に入社以来、一貫して大学をはじめとする高等教育市場全般の事業に携わ
り、とりわけ大学図書館アウトソーシング事業の発展拡大に力を発揮しました。2019年には丸善雄松堂㈱
代表取締役社長に就任するとともに同年当社取締役に就任しており、こうした豊富な実務経験が当社グルー
プの企業価値向上に資すると判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
丸善雄松堂株式会社代表取締役社長
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候補者番号

5
た に

谷
 

　
い ち

一
 

　
あ や

文
 

　
こ

子 （1958年12月10日生） 305,371株
所有する当社の株式の数

　　
新 任

　     1991年    4 月 株式会社図書館流通センター入社
    2004年    4 月 同社図書館サポート事業部長
    2006年    6 月 同社代表取締役社長
    2013年    4 月 同社代表取締役会長

［略歴、地位及び担当］

　

    2019年    7 月 同社取締役
    2021年    10月 同社代表取締役会長（現任）
    2022年    4 月 同社代表取締役社長（2022年４月

27日就任予定）
　

取締役候補者とした理由
　㈱図書館流通センターに入社以来、一貫して公共図書館の運営サポートを行う事業に従事し、公共図書館
市場の現状と将来像に関する幅広い知見を有しており、同事業の発展拡大に力を発揮してまいりました。
2021年10月には、㈱図書館流通センター代表取締役会長に就任しています。こうした豊富な実務経験が当
社グループの企業価値向上に資すると判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
株式会社図書館流通センター代表取締役社長（2022年４月27日就任予定）

　

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、各候補者が取締役に就
任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新す
ることを予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 ち の

茅
 

　
ね

根
 

　
ひ ろ

熙
 

　
か ず

和 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立
　

2 お お

大
 

　
ご

胡
 

　
 

　
 

　
まこと

誠 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立
　

3 よ し

吉
 

　
だ

田
 

　
し ん

真
 

　
い ち

一 新 任 社 外
　

4 ふ な

舟
 

　
は し

橋
 

　
ひ ろ

宏
 

　
か ず

和 取締役 新 任 社 外 独 立
　

　監査等委員である取締役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査体制の強化・充実を図るために１名増員し、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいた
したいと存じます。
　なお、本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

12



候補者番号

1
ち の

茅
 

　
ね

根
 

　
ひ ろ

熙
 

　
か ず

和 （1944年３月１日生） －株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

社 外

独 立
　

    1969年    4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
    1982年    4 月 茅根・春原法律事務所開設（現任）
    2011年    7 月 経営法曹会議代表
    2014年    4 月 公益財団法人鉄道弘済会理事

（現任）

［略歴、地位及び担当］

　

    2015年    4 月 当社社外取締役
    2015年    8 月 東洋電機製造株式会社社外取締役

（現任）
    2016年    4 月 当社社外取締役（監査等委員）

（現任） 　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　法曹界での幅広い経験と高い見識を有していることから、当社のコンプライアンス体制の維持、向上をは
じめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したためです。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理
由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
弁護士
東洋電機製造株式会社社外取締役
公益財団法人鉄道弘済会理事

　

候補者番号

2
お お

大
 

　
ご

胡
 

　
 

　
 

　
ま こ と

誠 （1958年４月６日生） －株
所有する当社の株式の数

　　
再 任

社 外

独 立
　

    1986年    4 月 弁護士登録（東京弁護士会）
柳田野村法律事務所（現・柳田国際
法律事務所）入所（現任）
（2000年10月より2002年3月まで
株式会社大和証券グループ本社経営
企画第一部及び法務監理部勤務）

    2002年    6 月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社
（現・大和企業投資株式会社）監査役

［略歴、地位及び担当］

　

    2011年    4 月 当社社外監査役
    2013年    6 月 株式会社ジーテクト社外取締役

（現任）
    2015年    3 月 リリカラ株式会社社外監査役
    2016年    4 月 当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
    2021年    3 月 リリカラ株式会社社外取締役（監査

等委員）（現任） 　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　弁護士としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社のコンプライアンス体制の維持、向上
をはじめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したためで
す。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記
の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
弁護士
株式会社ジーテクト社外取締役
リリカラ株式会社社外取締役（監査等委員）
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候補者番号

3
よ し

吉
 

　
だ

田
 

　
し ん

真
 

　
い ち

一 （1962年８月24日生） －株
所有する当社の株式の数

　　
新 任

社 外
　

    1985年    4 月 大日本印刷株式会社入社
    2000年    4 月 同社関連事業部
    2010年    4 月 株式会社DNP製本（現・株式会社

DNP書籍ファクトリー）取締役常務
執行役員

    2010年    10月 株式会社DNP書籍ファクトリー常務
取締役

［略歴、地位及び担当］

　

    2011年    10月 大日本印刷株式会社監査室
    2015年    5 月 同社監査室長
    2022年    4 月 同社監査室付（2022年４月26日退

職予定）
    2022年    4 月 株式会社図書館流通センター監査役

（2022年４月27日就任予定）
　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験
を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し
たためです。

［重要な兼職の状況］
株式会社図書館流通センター監査役（2022年４月27日就任予定）

　

候補者番号

4
ふ な

舟
 

　
は し

橋
 

　
ひ ろ

宏
 

　
か ず

和 （1972年７月24日生） －株
所有する当社の株式の数

　　
新 任

社 外

独 立
　

    1995年    4 月 株式会社大和銀行（現・株式会社り
そな銀行）入行

    2003年    9 月 りそなキャピタル株式会社出向
    2004年    7 月 株式会社グローバル・マネジメン

ト・ディレクションズ（現・株式会
社ＫＰＭＧ　ＦＡＳ）入社

［略歴、地位及び担当］

　

    2019年    3 月 フロンティア・マネジメント株式会
社経営執行支援部マネージング・デ
ィレクター

    2021年    4 月 当社社外取締役（現任）
    2022年    1 月 フロンティア・マネジメント株式会

社マネージング・ディレクター 経営
執行支援部門副部門長兼クロスボー
ダー経営執行支援部長（現任） 　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　コンサルタントとしての豊富な経験の中で培われた企業経営に関する深い見識を有しており、特にリスク
マネジメントの観点から経営全般に関し業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待
したためです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませ
んが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

［重要な兼職の状況］
フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 経営執行支援部門副部門長兼クロスボーダ
ー経営執行支援部長
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（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 茅根熙和、大胡誠、吉田真一及び舟橋宏和の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 吉田真一氏は、前記「略歴、地位及び担当」に記載のとおり、過去10年間において当社の親会社である大日本印刷株式会社の業務執行者で

ありましたが、2022年４月26日付にて同社を退職する予定であります。
4. 当社は、茅根熙和、大胡誠及び舟橋宏和の各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。各氏の再任又は選任が承認された場

合は、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 茅根熙和氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年（うち監査等委員である社外取締役として６年）であります。
6. 大胡誠氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
7. 舟橋宏和氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
8. 当社は、茅根熙和、大胡誠及び舟橋宏和の各氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としておりま
す。各氏の再任又は選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、吉田真一氏の選任が承認された場合は、同氏との
間で同様の契約を締結する予定であります。

9. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、各候補者が取締役に就
任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新す
ることを予定しております。

以　上
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ご参考 取締役のスキルマトリックス

氏名 企業経営 Ｍ＆Ａ
事業再編

新規事業開発
マーケティング

ＩＴ
ＤＸ

財務
会計

法務
コンプライアンス

リスクマネジメント
ＥＳＧ

出版流通業界
特有の知見

取
締
役

なか
中

がわ
川

 

　
きよ
清

たか
貴 ● ● ● ●

まつ
松

お
尾

 

　
えい
英

すけ
介 ● ● ● ● ●

ご
五

み
味

 

　
ひで
英

たか
隆 ● ● ● ● ●

や
矢

の
野

 

　
まさ
正

や
也 ● ● ●

たに
谷

いち
一

 

　
あや
文

こ
子 ● ●

取
締
役
監
査
等
委
員

社
外

よし
吉

だ
田

 

　
しん
真

いち
一 ● ● ● ● ●

ちの
茅

ね
根

 

　
ひろ
熙

かず
和 ●

おお
大

ご
胡

 

　
 

　
まこと
誠 ● ●

ふな
舟

はし
橋

 

　
ひろ
宏

かず
和 ● ● ● ●

　当社グループは国内の出版コンテンツ流通及び教育市場が大きく変化していくことを商機と捉え、その市場におい
て、デジタル化やDXを成長ドライバーとする戦略を推進していくことが最も重要であると判断しており、この戦略
に照らして各取締役に期待すべき知識・経験・能力等を特定した上で、取締役候補者を選任しております。
　本招集ご通知記載の候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合の取締役のスキルマトリックスは次のとおり
です。
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ご参考 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」と
いうグループビジョンを掲げて事業運営を執り行っております。これら当社の経営理念の実現のためには、株主様、
お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご期待に応えながら経営の透明性を高めることで
その信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要であると考えております。そのための経営体制に関しま
しては、経営意思決定の迅速化、業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を
図り、正直で透明な組織運営を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの強化が経営上の最重要課題である
と認識しております。

＜体制模式図＞

諮問

答申

株主総会

丸善CHIホールディングスグループ各社

会
計
監
査
人

弁
護
士
（
社
外
窓
口
）

取締役（監査等委員） 監査等委員会

取締役会
取締役（監査等委員でない）

監査部

指名委員会 代表取締役

社長

企業倫理行動委員会
　委員長：社長
　事務局：総務部
　　　（内部統制主管部署）

リスクマネジメントWG
個人情報保護WG
大規模災害対策WG

内部統制報告制度対応WG

報酬委員会

経営企画部
（関連会社管理部署）CHI創生研究所 経理・財務部 総務部

選任・解任

選定
監督

指揮
命令

報告

諮問

諮問

諮問

会計監査
内部統制監査

会計監査
内部統制監査

連携

通報 通報

通報経営管理報告

答申

答申

答申

通報

案件
付議・報告

モニタリング
指導

選任・解任

内部監査
指導

モニタリング
指導

監査・監督

連携

連携
連携

選任・解任

内部通報
案件報告

内
部
監
査
指
導

グ
ル
ー
プ
内
部
通
報
制
度

総
務
部
（
社
内
窓
口
／
集
約
部
署
）

サステナビリティ委員会

方針・目標
共有
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招
集
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知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

（添付書類）

事業報告（2021年２月１日から2022年１月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
　当連結会計年度（2021年２月１日～2022年１月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う度重なる緊急事態宣言の発出及びまん延防止等重点措置の適用により、経済活動は制限され、個人消費マ
インドは冷え込み、厳しい事業環境が続きました。また新たな変異株の感染拡大、原材料や輸送費の高騰などもあ
り、依然として先行き不透明な状況にあります。
　このような状況の中、当社グループでは訪問営業活動の自粛や書店及び大学内売店において営業時間の短縮な
ど、感染症拡大防止を徹底しながら、「学びとともに生きる社会への取り組み」「地域創生への貢献」「新しい書
店収益モデルの創造」を主要戦略テーマに取り組んできました。
　当連結会計年度の業績につきましては、文教市場販売事業において公共図書館向け電子図書館の需要が引き続き
堅調であったこと、また店舗・ネット販売事業では、当該期間における新型コロナウイルス感染症拡大防止策とし
ての店舗休業、営業時間短縮等の対応は限定的であったこと等により、売上高は1,743億55百万円（前期比1.6％
増）、営業利益は40億84百万円（前期比5.2％増）、経常利益は38億53百万円（前期比3.8％増）、親会社株主
に帰属する当期純利益は21億71百万円（前期比3.8％増）と増収増益となりました。

（2）事業別の状況
［文教市場販売事業］
　当事業は以下の事業を行っております。

１. 図書館（公共図書館・学校図書館・大学図書館）に対する図書館用書籍の販売、汎用書誌データベース
「ＴＲＣ ＭＡＲＣ」の作成・販売及び図書装備（バーコードラベルやＩＣタグ等の貼付等）や選書・検
索ツール等の提供

２. 大学などの教育研究機関や研究者に対する学術研究及び教育に関する輸入洋書を含む出版物（書籍・雑
誌・電子ジャーナル、電子情報データベースほか）や英文校正・翻訳サービスをはじめとする研究者支援
ソリューションの提供

３. 教育・研究施設、図書館などの設計・施工と大学経営コンサルティングをはじめとする各種ソリューショ
ンの提供

４. 大学内売店の運営や学生に対する教科書・テキストの販売等

　当連結会計年度の業績につきましては、コロナ禍において前期後半から需要が拡大しました公共図書館向け
電子図書館、大学向け電子書籍などの売上が引続き堅調に推移し、売上高は565億19百万円（前期比0.1％
増）とほぼ前期並みを確保しました。また販管費削減に注力した結果、営業利益は37億５百万円（前期比
23.6％増）と増益となりました。
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［店舗・ネット販売事業］
　当事業は、主に全国都市部を中心とした店舗網において和書・洋書などの書籍をメインに、文具・雑貨・洋品
まで多岐にわたる商品の販売を行っております。
　店舗の状況といたしましては、2021年３月に「丸善 浦和伊勢丹店」「丸善 広島三越店」、８月に「丸善 プ
ライムツリー赤池店」、11月に「丸善　セブンパーク天美店」の４店舗を開店、また10月には丸善 丸の内本店
内に絵本の世界をモチーフにしたグッズの企画・販売を行う新店舗「ＥＨＯＮＳ ＴＯＫＹＯ」を開店しまし
た。一方７月に「丸善 池袋店」「ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店」、2022年１月に「ジュンク堂書店　神戸さんち
か店」の３店舗を閉店した結果、2022年１月末時点の店舗数は103店舗となっております。（うち１店舗は海
外店（台湾）、10店舗は「ＭＡＲＵＺＥＮ」「ジュンク堂書店」の店舗名ではありません。）
　なお、丸善 丸の内本店をはじめ全国11店舗に設置しておりました、東京2020オフィシャルショップは、
2021年９月20日までに全店営業を終了いたしました。
　当連結会計年度の業績につきましては、前期は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発出及び自
治体からの各種要請を受け、2020年４月から５月に全国ほとんどの店舗で休業もしくは営業時間短縮を余儀な
くされましたが、当期における営業自粛、営業時間短縮等の対応は地域、期間ともに限定的で、感染対策・衛生
管理を徹底した店舗運営に努めた結果、売上高は698億24百万円（前期比4.2％増）、営業利益は３億７百万円
（前期比152.3％増）と増収増益となりました。

［図書館サポート事業］
　当事業は、図書館の業務効率化・利用者へのサービス向上の観点から、カウンター業務・目録作成・蔵書点検
などの業務の請負、地方自治法における指定管理者制度による図書館運営業務、ＰＦＩ（Private Finance 
Initiative）による図書館運営業務及び人材派遣を行っております。
　当連結会計年度の業績につきましては、図書館受託館数は期初1,676館から21館増加し、2022年１月末時点
では1,697館（公共図書館557館、大学図書館230館、学校図書館他910館）となり堅調に推移しました。
　その結果、当事業の売上高は317億44百万円（前期比4.5％増）と増収となりました。一方利益面では、コロ
ナ禍における図書館の休館などもあり前年度（2020年4月～2021年3月契約）の図書館内設備の更新等の整備
作業が３月に集中したことなどによりコストが増加したため、営業利益は25億17百万円（前期比5.7％減）と減
益となりました。

［出版事業］
　当事業は、『理科年表』をはじめとする理工系分野を中心とした専門書・事典・便覧・大学テキストに加え、
絵本・童話などの児童書、図書館向け書籍の刊行を行っております。また医療・看護・芸術・経営など多岐にわ
たる分野のＤＶＤについても発売を行っております。
　当連結会計年度につきましては、専門分野として『理科年表２０２２』『自然災害科学・防災の百科事典』
『極論で語る循環器内科　第３版』『ペットと暮らす住まいのデザイン　増補改訂版』『コトラーのマーケティ
ング入門　〔原書１４版〕』、児童書として『ほねほねザウルス２５』『にじいろフェアリーしずくちゃん５　
ホワイトスノーファンタジー』『ようかいとりものちょう１４』『わたしのマントはぼうしつき』『ぺんぎんさ
ん』『しろくまサンタのクリスマス』など、合計新刊244点（前年246点）を刊行いたしました。
　当連結会計年度の業績につきましては、新刊刊行遅延の影響もあり売上高は42億51百万円（前期比0.3％
減）、営業利益は２億48百万円（前期比13.1％減）と減収減益になりました。
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事業別 売上高 営業利益
百万円 百万円

文教市場販売事業 56,519 3,705

店舗・ネット販売事業 69,824 307

図書館サポート事業 31,744 2,517

出版事業 4,251 248

その他事業 12,015 321

計 174,355 7,099

調整額 － △3,014

連結合計 174,355 4,084

［その他事業］
　当事業は、書店やその他小売店舗を中心に企画・設計デザインから建設工事・内装工事・店舗什器・看板・デ
ィスプレーなどのトータルプランニング（店舗内装業）に関わる事業、図書館用図書の入出荷業務、Ａｐｐｌｅ
製品やパソコンの修理・アップグレード設定等の事業（株式会社図書館流通センターの子会社であるグローバル
ソリューションサービス株式会社による）、総合保育サービス（株式会社図書館流通センターの子会社である株
式会社明日香による）を行っております。

　当連結会計年度の業績につきましては、総合保育サービス事業は概ね前期並みを確保しましたが、コロナ禍の
長期化により店舗内装業において主要顧客の投資意欲が戻らず、大型店の開店や改装案件が減少し、前期に引き
続き受注減となりました。その結果、売上高120億15百万円（前期比10.9％減）、営業利益３億21百万円（前
期比46.6％減）と減収減益となりました。

事業別売上高及び営業利益
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（3）設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は12億64百万円であります。その主なものは、建物、工具器具及び
備品、リース資産並びにソフトウエアの取得に関わるものであります。

（4）資金調達の状況
　該当事項はありません。

（5）事業譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

（6）他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

（7）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

（8）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

（9）対処すべき課題
　新型コロナウイルス感染症拡大は、生活者の行動様式に大きな変容をもたらし、これはこれからの個人の働き方
や生き方、そして未来の社会像に大きな変化をもたらしていくものと考えられます。この状況下において当社で
は、これまで取り組んできたデジタルコンテンツを含む書籍を介した知とのより良い接点の創出、安全安心で快適
な読書環境の提供を通じ、生活者の知的文化的生活に貢献する新たな付加価値を創造するための取り組みを、グル
ープ各社のシナジーを活用しさらに強化促進していくことが最大の課題と認識しています。
　さらに、第５世代移動通信システム（５Ｇ）やＤＸなどの情報技術の革新は、文教市場販売事業では、オンライ
ン授業や、より多くのコンテンツの電子化需要が見込まれ、これらの市場変化は、ＩＣＴを活用した教育の質的向
上を目指して文部科学省が提唱するＧＩＧＡ（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想によって
さらに加速するものと考えます。また店舗・ネット販売事業では、映像や書籍データを活用した顧客の購買体験の
向上や、購買データの詳細な分析とその活用もさらに発展していくと考えられますので、様々な視点から５ＧやＤ
Ｘがもたらす事業環境変化に対する取り組みに着手してまいります。
　これらの課題認識のもとで事業別の戦略として、文教市場販売事業は、学校での学びに役立つ検索システムや、
公共図書館向け電子雑誌閲覧サービス、大学教科書のオンライン販売などＩＴシステム導入の強化や、紙と電子の
両方のコンテンツの購入や貸出を統合的に扱えるハイブリッド型のプラットフォームシステムをさらに拡大してま
いります。また、研究や教育の質の向上に資するため、貴重資料の電子化や、電子化された各種データベース商
品、電子教材の開発に注力しております。
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　店舗・ネット販売事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により、生活者の行動範囲の変化や、購買ルートの多
様化など、さらに大きく市場環境が変化しております。当社では客層・地域性に基づいた販促や品揃えの充実、物
販・飲食・サービスの複合業態の開発、出店エリアの見直しによるスクラップ＆ビルド、さらに著者の講演会やセ
ミナーなどのオンライン配信事業など、コロナ禍を経て、定着しつつある生活者の新しい行動様式に対応した施策
を推進してまいります。
　図書館サポート事業では、コロナ禍を経て、さらに安全安心な図書館業務運営への取り組みが重要となります。
また、地域ごとの特色ある図書館サービスや、図書館と他の公共施設との複合的なサービス提供へのニーズも高ま
っております。これら、求められる新たなサービスへの対応や、図書館業務に精通した専門性を持続的に向上させ
るため、優秀な人材の確保・育成、エリアごとの拠点強化に一層注力してまいります。
　出版事業においては、これまで培った優良なコンテンツを活用し、海外向けコンテンツ発信、オンライン授業等
で需要が高まる教育用映像配信事業、電子コンテンツ化に注力します。また、既存出版領域においては、児童書で
は図書館、教育機関向けタイトルの一層の充実、専門書ではオンデマンド印刷（ＰＯＤ）を活用した少部数での重
版などで、安定した収益基盤の確保に努めます。
　また、主要事業領域に新たな価値創造を行うべく、その他事業の領域では、図書館を中心とした地域活性化のた
めのコンサルティング事業、図書館業務受託との連携効果の高い保育士派遣・保育所業務受託事業、ＰＣ・スマー
トフォン・タブレットの修理やネットワークサポート事業、書店を中心とした小売・サービス向け内装デザイン・
設計・施工事業など、様々な事業が、当社の主要事業領域と連携し、引き続きグループ各事業の付加価値を高めて
まいります。
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第９期
（2019年１月期）

第10期
（2020年１月期）

第11期
（2021年１月期）

第12期
（当連結会計年度）
（2022年１月期）

売 上 高 (百万円) 177,174 176,258 171,621 174,355
経 常 利 益 (百万円) 3,116 3,299 3,710 3,853
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 (百万円) 2,424 2,077 2,091 2,171

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 26.19 22.44 22.60 23.47
総 資 産 (百万円) 132,239 132,338 134,440 128,357
純 資 産 (百万円) 37,540 39,774 41,565 43,530

（10）財産及び損益の状況の推移

（注）1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第10期期首から適用しており、第９
期に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

2. 第10期より表示方法の変更を行っており、第９期に係る売上高については、当該変更を反映した組替後の数値を記載しております。

（11）重要な親会社及び子会社の状況（2022年１月31日現在）

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容
百万円 ％

丸 善 雄 松 堂 株 式 会 社 100 100.0
大学等教育研究機関及び公共図書館への学術情報を中心
にした書籍販売等並びに建築及び内装設備の設計・施工
図書館運営業務の受託
文化系小売業の店舗設備の設計施工

株式会社図書館流通センター 266 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
図書館運営業務の受託

株式会社丸善ジュンク堂書店 50 100.0 店舗における書籍・文具等の販売及びその他関連事業

丸 善 出 版 株 式 会 社 50 100.0 学術専門書を中心とする出版業
電子書籍・映像商品の制作及び販売

株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス 50 100.0 通信ネットワークを利用した情報提供サービス業他

① 親会社の状況
　当社の親会社は大日本印刷株式会社で、同社は当社の普通株式49,528千株（議決権比率53.54％）を保有し
ております。
　親会社と当社との間には、重要な財務及び事業の方針に関する特段の契約等はございません。

② 重要な子会社の状況
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会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容
百万円 ％

株 式 会 社 第 一 鋼 鉄 工 業 所 10 100.0 書店棚、ビデオ棚、ＣＤ・ＤＶＤ棚等の製造業、倉庫業
株 式 会 社 編 集 工 学 研 究 所 75 51.1 編集システム事業、編集教育事業
雄松堂ビルディング株式会社 10 97.5 文教市場販売事業に係る不動産の賃貸並びに管理
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 北 海 道 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 東 北 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
Ｔ Ｒ Ｃ 関 西 株 式 会 社 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
Ｔ Ｒ Ｃ 首 都 圏 株 式 会 社 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 中 四 国 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館総合研究所 10 100.0 図書館向けのコンサルタント業務
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 中 部 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 神 奈 川 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
ＴＲＣ多摩・山梨株式会社 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
Ｔ Ｒ Ｃ 九 州 株 式 会 社 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 図 書 流 通 10 59.9 書籍の入出荷業務等
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 埼 玉 15 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株式会社図書館流通センター豊中 20 98.5 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 Ｔ Ｒ Ｃ 川 崎 10 100.0 図書館用書籍の販売及びその加工、書誌データの作成・販売
株 式 会 社 岩 崎 書 店 30 99.3 児童図書及び図書館向け図書の出版業

グローバルソリューションサービス株式会社 153 70.3 パソコン及びタブレット等通信機器の修理、ネットワー
ク設定、ヘルプデスク、アプリケーション開発

株 式 会 社 明 日 香 20 100.0 保育士派遣、保育園・託児所運営業務請負
パブリックマネジメント株式会社 10 100.0 地方公共団体向けのコンサルタント業務
株式会社ライブラリー・アカデミー 10 100.0 図書館の振興・発展に貢献しうる人材の教育・研修
丸 善 プ ラ ネ ッ ト 株 式 会 社 20 100.0 出版に係る企画、編集、製作等の請負
株 式 会 社 淳 久 堂 書 店 30 100.0 書店の経営

台 灣 淳 久 堂 股 份 有 限 公 司
千台湾ドル
3,500 100.0 店舗における書籍・文具等の販売

特定完全子会社の名称 株式会社図書館流通センター
特定完全子会社の住所 東京都文京区大塚三丁目１番１号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 15,259百万円
当社の総資産額 61,925百万円

（注）1. 議決権比率は、当社の子会社による間接所有分を含めて表示しております。
2. 当連結会計年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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（12）主要な事業内容（2022年１月31日現在）

事業別 主要な事業内容

文 教 市 場 販 売 事 業 大学等教育研究機関及び公共図書館に対する書籍・コンテンツ等の商品の提供並びに
内装設備の設計・施工及びその他のサービス提供事業

店 舗 ・ ネ ッ ト 販 売 事 業 全国都市部を中心とした店舗網における書籍、文具・雑貨・洋品等の販売とハイブリッ
ド型総合書店「ｈｏｎｔｏ」とのサービス連携

図 書 館 サ ポ ー ト 事 業 公共図書館、大学図書館を中心とする図書館業務の受託及び指定管理者制度による図書
館の運営

出 版 事 業 学術専門書及び児童書並びに図書館向け書籍等の出版業

そ の 他 事 業 文化系小売業の店舗内装の設計・施工に関する事業、倉庫業、パソコン・通信機器の
修理等、総合保育サービス及びその他の事業

（13）主要な営業所（2022年１月31日現在）

名　称 所在地
当社 東京都新宿区
（主要な子会社）

丸善雄松堂株式会社

本 社 東京都港区

支 店

札幌支店（札幌市清田区）
仙台支店（仙台市青葉区）
首都圏支社（東京都港区）
名古屋支店（名古屋市中区）
金沢支店（石川県金沢市）
京都支店（京都市山科区）
大阪支店（大阪市住之江区）
神戸支店（大阪市住之江区）
岡山支店（岡山市北区）
広島支店（広島市中区）
九州支店（福岡市南区）

株式会社図書館流通センター

本 社 東京都文京区

図書在庫・装備センター 新座ブックナリー（埼玉県新座市）
久留米ブックナリー（福岡県久留米市）

支 社

北海道支社（札幌市豊平区）
東北支社（仙台市青葉区）
中部支社（名古屋市中区）
関西支社（大阪府吹田市）
中四国支社（広島市南区）
九州支社（福岡市博多区）

株式会社丸善ジュンク堂書店 東京都中央区
丸善出版株式会社 東京都千代田区
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス 東京都品川区
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名　称（所在地） 名　称（所在地）
（その他の子会社）
株式会社第一鋼鉄工業所（神奈川県大和市） 株式会社編集工学研究所（東京都世田谷区）
雄松堂ビルディング株式会社（東京都新宿区） 株式会社ＴＲＣ北海道（札幌市豊平区）
株式会社ＴＲＣ東北（東京都文京区） ＴＲＣ関西株式会社（大阪府吹田市）
ＴＲＣ首都圏株式会社（東京都文京区） 株式会社ＴＲＣ中四国（広島市南区）
株式会社図書館総合研究所（東京都文京区） 株式会社ＴＲＣ中部（名古屋市中区）
株式会社ＴＲＣ神奈川（横浜市西区） ＴＲＣ多摩・山梨株式会社（東京都文京区）
ＴＲＣ九州株式会社（福岡市博多区） 株式会社図書流通（埼玉県新座市）
株式会社ＴＲＣ埼玉（さいたま市中央区） 株式会社図書館流通センター豊中（大阪府豊中市）
株式会社ＴＲＣ川崎（川崎市幸区） 株式会社岩崎書店（東京都文京区）
グローバルソリューションサービス株式会社（東京都品川区） 株式会社明日香（東京都文京区）
パブリックマネジメント株式会社（東京都文京区） 株式会社ライブラリー・アカデミー（東京都文京区）
丸善プラネット株式会社（東京都千代田区） 株式会社淳久堂書店（神戸市中央区）
台灣淳久堂股份有限公司（台湾）

（14）従業員の状況（2022年１月31日現在）

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減
名 名

文教市場販売事業 481 （ 913） 　 ― （減少   　72）
店舗・ネット販売事業 436 （ 2,582） 増加　 2 （減少  　　1）
図書館サポート事業 107 （ 8,122） 増加　 1 （増加 　316）
出版事業 95 （ 59） 減少　 4 （増加  　　4）
その他事業 326 （ 958） 増加　11 （減少   　11）
全社（共通） 134 （ 71） 増加　 7 （増加   　29）

合計 1,579 （ 12,705） 増加　17 （増加 　265）
（注）1. 従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む）であ

り、臨時雇用者数は( )内に当連結会計年度の平均雇用人員を外数で記載しております。
2. 全社（共通）と記載されている従業員数及び臨時雇用者数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
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（15）主要な借入先の状況（2022年１月31日現在）
借入先 借入金残高

百万円

株式会社三井住友銀行 9,500
株式会社みずほ銀行 8,670
三井住友信託銀行株式会社 5,440
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 3,790
農林中央金庫 3,700
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2 会社の株式に関する事項 （2022年１月31日現在）

（１）発行可能株式総数 240,000,000株
（２）発行済株式の総数 92,554,085株
（３）株主数 30,214名
（４）大株主

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

大日本印刷株式会社 49,528 53.51

株式会社フォルトウナ 5,317 5.74

株式会社講談社 4,028 4.35

株式会社トーハン 3,694 3.99

有限会社淳久堂 2,708 2.92

株式会社小学館 2,203 2.38

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,989 2.14

丸善ＣＨＩホールディングス従業員持株会 1,456 1.57

工藤恭孝 1,390 1.50

石井　昭 1,306 1.41
（注）持株比率は自己株式（7,037株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
　当社は、2022年４月４日に行われた株式会社東京証券取引所の新市場区分変更にあたり、「スタンダード市
場」を選択し、移行いたしました。

3 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況 （2022年１月31日現在）

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 中 川 清 貴 大日本印刷株式会社常務執行役員
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 松 尾 英 介

常 務 取 締 役 五 味 英 隆 大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部副事業部長
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長

取 締 役 矢 野 正 也 丸善雄松堂株式会社代表取締役社長

取 締 役 細 川 博 史 株式会社図書館流通センター代表取締役社長

取 締 役
(社　　　　　外) 舟 橋 宏 和 フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 経営執行支援

部門副部門長兼クロスボーダー経営執行支援部長
取 締 役
(常勤監査等委員)
(社　　　　　外)

瀬 川 静 真 株式会社図書館流通センター監査役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )
(社　　　　　外)

茅 根 熙 和
弁護士
東洋電機製造株式会社社外取締役
公益財団法人鉄道弘済会理事

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )
(社　　　　　外)

大 胡 　 誠
弁護士
株式会社ジーテクト社外取締役
リリカラ株式会社社外取締役（監査等委員）

（注）1. 2021年４月23日開催の第11期定時株主総会において、舟橋宏和氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
2. 峯村隆二氏は、2021年４月23日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員）を辞任により退任いたしました。
3. 取締役舟橋宏和氏、取締役（監査等委員）瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
4. 取締役（監査等委員）瀬川静真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内の事情に精通し、容

易に会社情報を収集できる者が取締役会以外の重要な会議等に出席すること、並びに、内部監査部門、内部統制部門及び公認会計士との
連携を図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有し、取締役会に対する監査・監督の実効性を高めるためであります。

5. 取締役（監査等委員）瀬川静真氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

6. 当社は、取締役舟橋宏和氏、取締役（監査等委員）茅根熙和氏及び大胡誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
証券取引所に届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等を除く）は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規
定する最低責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、執行役員及び国内外の子会社役員であり、被保険者は保険料を負
担しておりません。当該保険契約により被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることになります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行
為を行った場合は填補の対象外とすること等により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
の措置を講じております。

（4）取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おり、その概要は以下のとおりです。
　取締役（監査等委員を除く）の報酬等の限度額は、2016年４月27日開催の第６期定時株主総会において年額
360百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議いただいております。本決議をいただい
た株主総会終結時の取締役（監査等委員を除く）の員数は７名です。
　取締役（監査等委員）の報酬等については、2016年４月27日開催の第６期定時株主総会において、年額120百
万円以内と決議いただいており、各取締役（監査等委員）の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定
します。本決議をいただいた株主総会終結時の取締役（監査等委員）の員数は４名です。
　当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当該基
本報酬につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としてお
ります。また、個別報酬の決定については、代表取締役社長松尾英介に一任しています。権限を委任した理由は、
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
　代表取締役社長は、個別報酬を決定する際の透明性・客観性を高めるため、取締役（監査等委員）が委員又はオ
ブザーバーとして参加する報酬委員会（任意組織）に報酬の決定方針と個別の報酬額について諮問し答申を得てい
ます。
　報酬委員会は、毎年定時株主総会後の５月初旬に開催されており、同委員会の審議・答申内容は、代表取締役社
長が決定した個別報酬の総額とともに、原則として、５月の定例取締役会時に代表取締役社長が報告しています。
子会社の代表取締役である当社取締役の報酬は、一律に定めることとしています。
　当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会において、取締役会で決議された取締役の個人別報
酬等の内容についての決定に関する方針に沿ったものであることが確認されており、当社取締役会においても代表
取締役社長から報告を受けた内容が取締役会で決議された内容と整合していることから、当該決定方針に沿うもの
であると判断しています。
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区　分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給員数
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

百万円 百万円 百万円 百万円 名

取締役（監査等委員を除く） 23 23 － － 4
（うち社外取締役） (4) (4) (－) (－) (1)

取締役（監査等委員） 21 21 － － 3
（うち社外取締役） (21) (21) (－) (－) (3)

合計 45 45 － － 7
（うち社外取締役） (26) (26) (－) (－) (4)

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 当事業年度末現在の員数は、取締役（監査等委員を除く）６名、取締役（監査等委員）３名でありますが、うち取締役（監査等委員を除
く）２名は無報酬であります。なお、当事業年度中に辞任した取締役（監査等委員）１名は無報酬でありました。

2. 上記のほか、役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は、取締役（監査等委員を除く）が３名46百万円、取締役（監査等委
員）が１名７百万円（うち社外取締役１名７百万円）であります。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

ⅰ）社外取締役 舟橋宏和氏の兼職先であるフロンティア・マネジメント株式会社と当社との間には、特別な
関係はありません。

ⅱ）社外取締役 瀬川静真氏の兼職先である株式会社図書館流通センターは、当社の完全子会社であります。
ⅲ）社外取締役 茅根熙和氏の兼職先である東洋電機製造株式会社及び公益財団法人鉄道弘済会と当社との間

には、特別な関係はありません。
ⅳ）社外取締役 大胡誠氏の兼職先である株式会社ジーテクト及びリリカラ株式会社と当社との間には、特別

な関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者である者を除く）との親族関係
　該当事項はありません。
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地　位 氏　名 取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

発言状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 舟 橋 宏 和 14回中14回 －
コンサルタントとしての豊富な経験と知見を活かして
適宜発言を行っております。
主にグループ企業の事業展開に関し多様な視点から的
確な助言を行うなど、適切に役割を果たしています。

取 締 役
（常勤監査等委員） 瀬 川 静 真 18回中18回 ９回中９回

経理・会計・税務に関する専門知識と豊富な実務経験
を活かして適宜発言を行っております。
主にグループ企業の経理業務を含む業務処理全般の適
性を図るうえで的確な助言を行うなど、適切に役割を
果たしています。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 茅 根 熙 和 18回中17回 ９回中９回

企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を
活かして適宜発言を行っております。
主に重要な契約の締結事項に関し、弁護士としての専
門的見地から発言を行っており、適切に役割を果たし
ています。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 大 胡 　 誠 18回中17回 ９回中９回

企業法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を
活かして適宜発言を行っております。
主に法令遵守、契約面でのリスク管理に関し、弁護士
としての専門的見地から発言を行っており、適切に役
割を果たしています。

③ 当事業年度における主な活動状況

（注）取締役舟橋宏和氏につきましては、2021年４月23日就任後の状況を記載しております。
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5 会計監査人の状況

① 当社の会計監査人としての報酬等の額 48百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 69百万円

（1）会計監査人の名称
アーク有限責任監査法人

（2）当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかにつ
いて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分しておらず、
また実質的にも区分できないため、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人が継続し
てその職責を全うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任
又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

〔備　考〕当事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示桁未満を切り捨てております。
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連結計算書類

連結貸借対照表（2022年１月31日現在） （単位：百万円）

科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
立替金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
工具器具及び備品
土地
リース資産
その他
無形固定資産
のれん
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
敷金及び保証金
その他
貸倒引当金

繰延資産
社債発行費　

91,226
23,543
17,609
37,332
598
552
2,893
6,371
2,390
△65

37,113
22,566
7,739
1,050
12,428
1,302
45

1,441
8

1,316
117

13,104
3,431
1,464
6,978
1,328
△98
17
17　

流動負債 59,251
支払手形及び買掛金 18,634
短期借入金 22,810
１年内返済予定の長期借入金 1,118
リース債務 485
前受金 4,231
未払法人税等 1,082
賞与引当金 382
返品調整引当金 138
その他 10,368

固定負債 25,575
社債 2,500
長期借入金 11,773
リース債務 1,001
役員退職慰労引当金 56
退職給付に係る負債 5,341
資産除去債務 2,790
その他 2,113

負債合計 84,827
（純資産の部）
株主資本 42,941
資本金 3,000
資本剰余金 14,487
利益剰余金 25,456
自己株式 △2

その他の包括利益累計額 △254
その他有価証券評価差額金 △231
繰延ヘッジ損益 2
為替換算調整勘定 △30
退職給付に係る調整累計額 5

非支配株主持分 842
純資産合計 43,530

資産合計 128,357 負債・純資産合計 128,357
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連結損益計算書（自　2021年２月1日　至　2022年１月31日) （単位：百万円）

科　目 金　額

売上高 174,355
売上原価 133,789
売上総利益 40,566
販売費及び一般管理費 36,481
営業利益 4,084
営業外収益
受取利息 53
受取配当金 31
不動産賃貸料 217
為替差益 35
その他 104 443

営業外費用
支払利息 207
不動産賃貸費用 205
支払手数料 135
その他 127 674

経常利益 3,853
特別利益
固定資産売却益 0
助成金収入 139
保険解約返戻金 16 156

特別損失
固定資産除却損 14
減損損失 140
投資有価証券評価損 113
臨時休業等による損失 155
その他 0 423

税金等調整前当期純利益 3,586
法人税、住民税及び事業税 1,322
法人税等調整額 24 1,347
当期純利益 2,238
非支配株主に帰属する当期純利益 66
親会社株主に帰属する当期純利益 2,171
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連結株主資本等変動計算書（自　2021年２月1日　至　2022年１月31日） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,000 14,449 23,469 △2 40,917

当期変動額

剰余金の配当 △185 △185
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 37 37

親会社株主に帰属する
当期純利益 2,171 2,171

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － 37 1,986 △0 2,024

当期末残高 3,000 14,487 25,456 △2 42,941

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 △559 4 △6 △42 △604 1,253 41,565

当期変動額

剰余金の配当 △185
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 37

親会社株主に帰属する
当期純利益 2,171

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 328 △2 △24 48 350 △410 △59

当期変動額合計 328 △2 △24 48 350 △410 1,964

当期末残高 △231 2 △30 5 △254 842 43,530

36



計算書類

貸借対照表（2022年１月31日現在） （単位：百万円）

科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産

現金及び預金

短期貸付金

未収入金

その他の流動資産

固定資産

有形固定資産

工具器具及び備品

無形固定資産

その他

投資その他の資産

関係会社株式

関係会社長期貸付金

その他の投資

繰延資産

社債発行費　

25,400

932

23,604

831

33

36,506

0

0

0

0

36,505

24,323

12,180

2

17

17 　

流動負債 24,743
短期借入金 21,980
１年内償還予定の社債 1,050
１年内返済予定の長期借入金 604
未払金 398
未払法人税等 625
前受収益 44
賞与引当金 4
その他の流動負債 36

固定負債 12,274
社債 2,500
長期借入金 9,680
退職給付引当金 13
その他の固定負債 80

負債合計 37,017
（純資産の部）
株主資本 24,908
資本金 3,000
資本剰余金 20,887
資本準備金 11,464
その他資本剰余金 9,422
利益剰余金 1,023
その他利益剰余金 1,023
繰越利益剰余金 1,023

自己株式 △2
純資産合計 24,908

資産合計 61,925 負債・純資産合計 61,925
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損益計算書（自　2021年２月1日　至　2022年１月31日) （単位：百万円）

科　目 金　額

営業収益

経営管理料 522

その他 1 524

営業費用

販売費及び一般管理費 484 484

営業利益 39

営業外収益

受取利息 211

受取手数料 70

その他 0 282

営業外費用

支払利息 145

支払手数料 109

社債発行費償却 25

その他 0 280

経常利益 41

税引前当期純利益 41

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 1 17

当期純利益 24
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株主資本等変動計算書（自　2021年２月1日　至　2022年１月31日) （単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 3,000 11,464 9,422 20,887

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 3,000 11,464 9,422 20,887

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,183 1,183 △2 25,068 25,068

当期変動額

剰余金の配当 △185 △185 △185 △185

当期純利益 24 24 24 24

自己株式の取得 △0 △0 △0

当期変動額合計 △160 △160 △0 △160 △160

当期末残高 1,023 1,023 △2 24,908 24,908
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監査報告

アーク有限責任監査法人
　　東京オフィス
指定有限責任社員 公認会計士 米　倉　礼　二業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 澁　谷　徳　一業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 伊　藤　　　圭業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年３月14日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
　取　締　役　会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2021年２月１日から
2022年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸善Ｃ
ＨＩホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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アーク有限責任監査法人
　　東京オフィス
指定有限責任社員 公認会計士 米　倉　礼　二業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 澁　谷　徳　一業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 伊　藤　　　圭業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年３月14日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
　取　締　役　会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の2021年２月１日
から2022年１月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
　監査等委員会
監査等委員（常勤） 瀬 川 静 真 ㊞
監査等委員 茅 根 熙 和 ㊞
監査等委員 大 胡 　 誠 ㊞

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年２月１日から2022年１月31日までの第12期事業年度における取締役の職務の執行について
監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取
締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年３月17日

（注）監査等委員瀬川静真、茅根熙和及び大胡誠は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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株主総会会場 ご案内図

地下鉄東京メトロ半蔵門線／
都営地下鉄新宿線 九段下駅 ５番出口より徒歩５分

地下鉄東京メトロ東西線 九段下駅 ７番出口より徒歩３分

 本株主総会では、お土産のご用意はございません。
 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
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※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。


